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１．国の動向

（厚生労働省の資料より抜粋）
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第2回地域医療構想及び医師確保計画に
関するWG（令和3年12月3日）資料
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第7回地域医療確保に関する
国と地方の協議の場

（令和3年12月10日）資料
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第7回地域医療確保に関する
国と地方の協議の場

（令和3年12月10日）資料
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厚生労働省会議資料から抜粋、県で一部加筆

呼称：「紹介受診重点医療機関」

（基準）
初診の外来件数のうち「医療資
源を重点的に活用する外来」の
件数の占める割合：４０％以上
かつ
再診の外来件数のうち「医療資
源を重点的に活用する外来」の
件数の占める割合：２５％以上

紹介率：５０％以上
かつ
逆紹介率：４０％以上

（活用について）
・紹介受診重点医療機関は、都
道府県が公表。
・紹介受診重点医療機関のうち
一般病床２００床以上の病院は、
紹介状がない患者の外来受診
時の定額負担の対象となる。

「医療資源を重点的に活用する
外来」とは・・
① 医療資源を重点的に活用す

る入院の前後の外来
② 高額等の医療機器・設備を

必要とする外来
③ 特定の領域に特化した機能

を有する外来

「地域の協議の場」は、地域医療
構想調整会議等を活用

国民への理解の浸透 ＝ 受診の流れと医療機関の機能・役割について、住民に周知啓発を行うことが必要。

「外来機能報告」（令和4年度開
始・病床機能報告と一体的に報
告）
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オレンジ枠内の記載：
「外来機能報告等に関する報告書」（令和３年12 月17 日外来機能
報告等に関するワーキンググループ作成）より抜粋して県で記載
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